
居宅介護支援・地域密着型サービスの運営指導に
おける主な指摘事項について

和歌山県介護サービス指導室

令和5年10月
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令和5年度集団指導



運営指導の留意点・指摘事項について
（居宅介護支援・地域密着型サービス等）

運営指導における主な指導事項等を取りまとめましたので、各施設・事業所に

おいて自己点検を行っていただき、介護保険制度の健全かつ適正な運営

及び法令に基づく適正な事業の実施にご活用ください。
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はじめに
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居宅介護支援 （基本方針）

●指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者 が可能な限りそ

の居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行わ
れるものでなければならない。

●指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等 に応じて、利用
者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス が、多様な事業者から、総合的か
つ効率的に提供されるよう配慮して行われるも のでなければならない。

●指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な 体制の整備
を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じ なければならない。
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居宅介護支援 （人員基準）

●介護支援専門員
①１以上の常勤の介護支援専門員を置く。
②員数の基準は利用者の数が３５又はその端数を増すごとに1とする。

●管理者
①常勤の管理者を置く。
②管理者は常勤専従（※１）の主任介護支援専門員（※２）でなければならない。
※1 専従でなくても良い場合

○管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
○同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合

（その管理する指定居宅支援事業所の管理に支障がない場合に限る。）
介護保険施設、病院、診療所、薬局などの業務に従事する場合も含む。
【注意‼】 介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との兼務は認められない。

※２ 主任介護支援専門員について（例）
介護支援専門員の実務経験5年以上 + 主任介護支援専門員研修を修了

【注意‼】令和9年3月31日まで経過措置あり （次頁参照）
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居宅介護支援 （管理者に係る経過措置）

令和3年4月1日以降に新たに管理者になる者に対しては、更なる経過措置は適用されず、同日以

降新たに管理者になる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることが求めら
れる。

令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である事業所は、当該管理者が
管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用が令和9年3月31日まで猶予さ
れる。

令和3年4月1日以降、不測の事態※（保険者が個別に判断）により主任介護支援専門員を管理者

とできなくなった事業所については、当該理由と今後の管理者確保のための計画書を市町に届け
出た場合、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年猶予する。

※不測の事態として想定されることの例
本人の死亡、長期療養などの健康上の問題発生、急な退職や転居等
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居宅介護支援 （内容及び手続きの説明及び同意、掲示）

●指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、 利用申込
者又はその家族に対し、第18条に規定する運営規程の概要その他 の利用申込者のサービス選択
に資すると認められる重要事項を記した文書を 交付して説明を行い、当該提供の開始について利
用申込者の同意を得なければならない。

○契約書、重要事項説明書、運営規程の記載内容に相違があった。

○基準第４条第２項に規定される利用割合の算定方法及び説明項目についての指摘同率で並ぶ
場合に上位３位までを適切に表記していなかった。

●指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規定の概要、介護支援専門員の勤務の体制
その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
事業所に備え付け、いつでも関係者に自由に閲覧させることで、掲示に代えることができる。

○第三者評価の実施状況 について 、適切に掲示されていなかった。
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居宅介護支援 （居宅介護支援の具体的取扱方針）

●利用者の課題分析、サービス担当者会議の開催。居宅サービス計画の作成、その実施状況の
把握など居宅介護支援を構成する一連の業務の在り方及び当該業務を行う介護支援専門員の責
務を明らかにしたもの。

○居宅サービス計画書第１表については、令和３年４月の改正に伴い「利用者及び家族の生活に
対する意向を踏まえた課題分析の結果」を記載することとされており、利用者の主訴や相談内容等
を踏まえた利用者が持っている力や生活環境等の評価を含め利用者が抱える問題点を明らかにし、
課題分析の結果として「自立支援」に資するために解決しなければならない課題が把握できている
か確認する必要があるが、当該記載がされていなかった。

○居宅サービス計画を利用者に交付していない。
○利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接していない。
○サービス担当者会議の開催を行っていない。
○モニタリングを実施したことが確認できない。
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居宅介護支援 （勤務体制の確保）

●事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者の勤務の体制を定めておく。

○事業所ごとに、当該事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させなければ
ならない。ただし、介護支援専門員の補助の業務についてはこの限りではない。
○職場におけるハラスメント（セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント）の防止のための雇用
管理上の措置を講じていない。

（事故発生時の対応）

●利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利
用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

○事故処理マニュアルの内容に不足がある。
○事故発生時の対応について、事故再発防止のための取組を行い、検討した内容が記録されてい
ない。また、 事故発生時の記録の保存期間について、５年間とされていない。
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居宅介護支援 （入院時情報連携加算）

●利用者が入院するに当たって、当該医療機関の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生
活環境等の当該利用者に係わる必要な情報を提供した場合（提供方法は問わない）

○入院した事実を確認した日、情報提供を行った日時、入院先の病院などに出向いた場所、提供
方法（面談・FAX）、情報提供の内容等を必ず居宅介護支援経過等に記録すること。また、FAXによ
り情報提供をした場合は、必ずFAXした後にその情報提供を受取ったことを確認したことが分かる
よう居宅介護支援経過等に記録しておくこと。

（中山間地域等における小規模事業所加算）

●別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
る指定居宅介護支援事業所 の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合。

○通常の事業の実施地域内に居住する利用者に対しても中山間地域等に居住する者へのサービ
ス提供加算を算定していた。
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居宅介護支援 （退院・退所加算）

●医療連携を強化・推進するために、退院・退所に当たって、病院等の職員と面談し、利用者に関
する 必要な情報を得た上で居宅サービス計画を作成 し、居宅サービス等の利用に関する 調整 を
行った場合に算定できる。 サービス利用開始月に所定単位を算定 する。
＊面談について、令和3 年度からテレビ電話装置等を活用して行うことができることが明記された。

○「カンファレンス」の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービス計画等に記録
したことが確認できなかった。

○利用者又は家族に提供した文書の写しが確認できなかった。
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居宅介護支援 （通院時情報連携加算）

●利用者が病院又は診療所において医師の診察を受けるときに介護支援専門員が 同席 し、医師
等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行う
とともに、医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、 居宅サービス計画に
記録 した場合は、利用者 1 人につき 1 月に 1 回を限度として 50 単位 を加算する。

○①なぜ受診に同席する必要があるかを記録
②利用者の同意を得たことの記録
③介護支援専門員が同席したことを記録
④介護支援専門員が同席することについて、診療に支障がないか事前に医療機関に確認し、

確認したことを記録
⑤医師に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、行った内容を記録
⑥医師から利用者に関する必要な情報を受け、受けた内容の記録

が確認できない。
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地域密着型サービス （人員基準 管理者の兼務）

●（認知症対応型共同生活介護）

指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤
の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同
生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所等の職務に従事することができ
る。

●（地域密着型通所介護）

指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事
する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定地域密着型通所介護事業所の管理上支
障がない場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内に
ある他の事業所等の職務に従事することができる。
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地域密着型サービス （計画書の作成等（地域密着型通所介護のみ））

●地域密着型通所介護計画書の作成等（地域密着型通所介護のみ）

指定地域密着型通所介護事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画の策定にあたっては、
その内容について利用者又はその家族に対して説明をし、利用者の同意を得なければならない。

また、管理者は、地域密着型通所介護計画を作成した際には、当該地域密着型通所介護計画を
利用者に交付しなければならない。

○複数の事業所において、管理者が説明をせず、生活相談員又はその他の職員行っている場合
が見受けられた。
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地域密着型サービス （地域との連携）

●認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護事業
者は、運営推進会議を設置しおおむね２月に１回以上運営推進会議に対し活動等の状況を報告し、
運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設
けなければならない。また、運営推進会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるとされ
ている。

●地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、
運営推進会議（定期巡回・随時対応型訪問介護看護については介護医療連携推進会議）を設置し、
おおむね６月に１回以上運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受け
るとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければならない。

○オンライン開催や書面開催等の方法も検討し、開催すること。
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地域密着型サービス （入浴介助加算）

●入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるもの。

○サービス提供記録及び業務日誌に記録されている利用回数と、報酬請求回数が一致していない。

〇実際に入浴介助を行った介護職員についての記録がなかった。
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地域密着型サービス （サービス提供体制強化加算）

●職員の割合、介護福祉士の割合、勤務年数により要件が決まる。
職員の割合の算出では、常勤換算方法により算出した前年度（3月を除く）の平均値を使用し、介護

福祉士の割合を使用する介護サービス種別では、各月の前月の末日時点で資格を取得している人
を介護福祉士として割合を計算し、勤務年数は、各月の前月の末日時点における勤務年数で該当
者を判定する。
前年度の実績が6月に満たない事業所の場合は、届出の属する月の前3月について、常勤換算方
法により算出した平均値を使用する。したがって、新たに事業を開始した場合、開始から4月目以降
に届出をすることができるようになる。
前年度の実績が6月に満たない事業所において、加算の届出を行った場合は、届出を行った月以
降においても直近3月間の割合について、毎月継続的に所定の割合を維持しなくてはならない。

○算定要件を満たすことがわかる根拠資料が確認できなかった。

○利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は従業者の技術指
導を目的とした会議を定期的に開催していない（定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機
能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護のみ）。
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地域密着型サービス （介護職員処遇改善加算）

●介護職員等の処遇改善を図るための加算。

介護職員処遇改善加算・特定加算・ベースアップ等加算（きのくに介護deネット）

〇給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠となる資料は、指定権者からの求めがあった場合速
やかに提出できるよう適切に保管しておく必要があるが、出来ていなかった。

〇キャリアパス要件Ｉ及びキャリアパス要件Ⅲに係る内容について、明確な根拠規定が書面で整備
されていることが確認できなかった。

〇キャリアパス要件Ⅱについて、計画に沿って研修を実施するとして届け出をされていたが、当該
計画を作成したことが確認できなかった。

https://wave.pref.wakayama.lg.jp/kaigodenet/careprov/kasantodoke/shoguukaizenkasan3.html


介護保険施設等運営指導

マニュアルについて

（厚生労働省）より

自己点検願います。
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自己点検シート・要件シート

「別添２ 各種加算等自己点検シート」及び「別添３ 各種加算・減算適用要件等一覧」

２　指定居宅介護支援介護給付費

コード 種　類 自己点検シート 要件シート

201 居宅介護支援費 Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：70ＫＢ］ Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：119ＫＢ］

６　指定地域密着型サービス介護給付費

コード 種　類 自己点検シート 要件シート

601 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：38ＫＢ］ Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：77ＫＢ］

602 夜間対応型訪問介護費 Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：29ＫＢ］ Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：57ＫＢ］

603 認知症対応型通所介護費 Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：46ＫＢ］ Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：7,862ＫＢ］

604 小規模多機能型居宅介護費 Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：36ＫＢ］ Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：91ＫＢ］

605 認知症対応型共同生活介護費 Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：43ＫＢ］ Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：88ＫＢ］

606 地域密着型特定施設入居者生活介護費 Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：39ＫＢ］ Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：92ＫＢ］

607 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：63ＫＢ］ Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：101ＫＢ］

608 看護小規模多機能型居宅介護費 Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：44ＫＢ］ Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：193ＫＢ］

609 地域密着型通所介護費 Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：54ＫＢ］ Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：7,965ＫＢ］

７　指定地域密着型介護予防サービス介護給付費

コード 種　類 自己点検シート 要件シート

701 介護予防認知症対応型通所介護費 Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：90ＫＢ］ Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：7,859ＫＢ］

702 介護予防小規模多機能型居宅介護費 Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：64ＫＢ］ Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：169ＫＢ］

703 介護予防認知症対応型共同生活介護費 Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：71ＫＢ］ Ｅｘｃｅｌ［ＸＬＳ形式：356ＫＢ］

介護保険施設等運営指導マニュアルについて (mhlw.go.jp)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/shidou/index.html

